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付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
「
労
働
者
派
遣
法
二
十
三
条
五
項
規
定
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ジ
ン
率
の
情
報
提
供
」
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
情
報
提
供
義
務
違
反
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
が
労
働
者
派
遣
事
業

の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者
派

遣
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
三
条
第
五
項
に
違
反
す
る
も
の
と
し

て
派
遣
元
事
業
主
に
対
し
指
導
を
行
っ
た
件
数
は
、
千
四
百
五
件
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
事

例
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
導
を
行

い
、
労
働
者
派
遣
法
の
適
正
な
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

一



二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
関
係
者
」
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
派
遣
労
働
者
、
派
遣
労
働

者
と
な
り
得
る
者
、
派
遣
先
、
派
遣
先
と
な
り
得
る
者
等
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
当
該
時
点
、
行
為
等
、

並
び
に
そ
の
根
拠
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
い
る
「
情
報
公
開
」
の
文
言
及
び
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
厚

生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
用
い
た
「
公
表
」
の
文
言
は
、
い
ず
れ
も
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
三
条
第
五
項

に
規
定
す
る
「
情
報
の
提
供
」
が
派
遣
労
働
者
と
な
り
得
る
者
、
派
遣
先
と
な
り
得
る
者
等
を
含
め
た
広
い
範
囲
の
者
を
対

象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
適
当
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
用
い
た
も
の
で
あ
り
、

「
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
記
載
」
及
び
「
訂
正
の
必
要
性
」
が
あ
る
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


